
 

 

 

 

平成３０年３月３０日 

住宅局建築指導課 

  

建築基準法違反(防火・避難関係規定等)及び違法設置昇降機に係る 

フォローアップ調査について 

 

 

○ 建築基準法(防火･避難関係規定等)違反の疑いのある個室ビデオ店等、未届の有料老人ホ

ーム、ホテル･旅館等及び病院･診療所並びに違法設置の疑いのあると通報のあった昇降機

について、平成29年10月31日時点における建築基準法への適合状況及び是正指導等の状況

を取りまとめました。 

＜個室ビデオ店等＞ 

違反を把握した物件は3,368件で、うち是正済みは2,279件(昨年比75件増)。 

＜未届の有料老人ホーム＞ 

違反を把握した物件は620件で、うち是正済みは300件(昨年比29件増)。 

＜ホテル･旅館等＞ 

違反を把握した物件は955件で、うち是正済みは381件(昨年比7件減)。 

＜病院･診療所＞ 

(無確認増改築)違反を把握した物件は503件で、うち是正済みは280件(昨年比47件増)。

(防火設備)違反を把握した物件は1,758件で、うち是正済みは1,336件(昨年比57件増)。 

＜違法設置昇降機＞ 

違反を把握した昇降機は2,625台で、うち是正済み＋使用停止中は1,923台(昨年比168

台増) 

○ 国土交通省は、建築基準法に違反する個室ビデオ店等、未届の有料老人ホーム、ホテル･

旅館等、病院･診療所及び違法設置昇降機について、所有者等に対する是正指導を徹底する

よう、引き続き特定行政庁に要請してまいります。 

 

 

※ 本調査の契機となった事案： 

大阪市浪速区の個室ビデオ店の火災（H20年10月1日発生） 

渋川市の有料老人ホームの火災（H21年3月19日発生） 

福山市のホテルの火災（H24年5月13日発生） 

福岡市の診療所の火災（H25年10月11日発生） 

姫路市の工場に設置された昇降機における死亡事故（H21年2月25日発生） 

 

 

 

 

 

 

 

(問い合わせ先) 

国土交通省 住宅局 建築指導課   企画専門官  田中 (内線３９-５６４) 

係   長  藤本 (内線３９-５２５) 

係   長  湯浅 (内線３９-５７６) 

ＴＥＬ：03-5253-8111(代表) 03-5253-8933(夜間直通)  ＦＡＸ：03-5253-1630 



１． 個室ビデオ店等における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成２９年１０月３１日（前回調査：平成２８年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

個室ビデオ店、カラオケボックス、漫画喫茶・インターネットカフェ及びテレフォ

ンクラブの用途に供する建築物又は建築物の部分 

〇 H20年10月1日に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店の火災 (排煙設備、非常用照明装置の不備

等の建築基準法違反あり。１６名が死亡) を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

 
（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：今回(平成２９年１０月３１日時点)の調査結果  下段：前回(平成２８年１０月３１日時点)の調査結果 件数右側：前回からの増減 

(※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)個室ビデオ店等の用に供する建築物の部分以外に違反があるもの等、対象建築物の精査の結果、除外されたものがある。 

(※３)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※４)是正指導を行った物件のうち、用途廃止されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙１－１～１－３のとおり 

  

違反を把握した物件は3,368件で、このうち是正済みは2,279件。前回調査(平成28年10月31日時点)と

比べ、是正済みは75件増(2,204→2,279件)となった。 
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２． 未届の有料老人ホームにおける違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成２９年１０月３１日（前回調査：平成２８年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

老人福祉法第２９条による届出がなされていない有料老人ホーム※ 
※ その後届出を行ったものは、老人福祉法上｢未届｣ではなくなるが、本調査においては引き続きフォロー

アップの対象としている。 

〇 H21年3月19日に発生した渋川市の有料老人ホームの火災 (老人福祉法に基づく届出を行っていなか

った有料老人ホームで、主要な間仕切り壁が準耐火構造でない等の建築基準法違反あり。入居者１０

名が死亡) を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

違反を把握した物件は620件で、このうち是正済みは300件。前回調査(平成28年10月31日時点)と比

べ、是正済みは29件増(271→300件)となった。 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H29.10.31時点） 

前回調査 

（H28.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※１)(Ａ) １，５０１ １，４３１ ７０ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １，３４９ １，１７２ １７７ 

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数(Ｃ) 

６２０ ４９７ １２３ 

  是正指導を行った物件数(Ｄ) ６１５ ４９２ １２３ 

   是正指導中の物件数(Ｅ) ３１５ ２２１ ９４ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｆ) ４９ ４９ ０ 

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｇ) ８５ ６７ １８ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｈ) ３００ ２７１ ２９ 

是正率 （Ｈ）／（Ｃ） ４８．４％ ５４．５％  

(※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙２のとおり 

  



３． ホテル・旅館等における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成２９年１０月３１日（前回調査：平成２８年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

次の①及び②のいずれにも該当するホテル及び旅館等。ただし、過去に消防部局が

｢適マーク｣を交付したこと、建築基準法に基づく定期報告がなされ指摘事項がなか

ったこと等から、建築基準法の防火・避難規定に適合していると考えられるものを

除く。 

① 当該建築物が３階以上(地階を除く。)のもの 

② 当該建築物(増築等が行われている建築物においては、当初の建築物)が昭和

４６年※以前に新築されたもの 
※ 排煙設備、非常用照明装置の設置等を義務化している。 

〇 H24年5月13日に発生した福山市のホテルの火災 (４階建 (昭和３５年、４３年築) のホテルで、耐火構

造でない等の建築基準法違反あり。宿泊客７名が死亡)を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

違反を把握した物件は955件で、このうち是正済みは381件。前回調査(平成28年10月31日時点)と比

べ、是正済みは7件減(388→381件)＊となった。 

＊ 違反を把握した建築物の精査の結果、昭和４７年以降に新築されたものであること等により除外されたものがある。 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H29.10.31時点） 

前回調査 

（H28.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※１)(Ａ) １，９４３ ２，１０９ ▲６６ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １，８２０   

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数 (Ｃ) 

９５５ １，０３４ ▲７９ 

  是正指導を行った物件数(Ｄ) ９５４ １，０３３ ▲７９ 

   是正指導中の物件数(Ｅ) ５７３ ６４５ ▲７２ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｆ) ９３ １０９ ▲１６ 

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｇ) ２７３ ２９４ ▲２１ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｈ) ３８１ ３８８ ▲７ 

是正率 （Ｈ）／（Ｃ） ３９．９％ ３７．５％  

 (※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

 (※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙３のとおり  



４． 病院及び診療所における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成２９年１０月３１日（前回調査：平成２８年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

次の①又は②のいずれかに該当する病院及び診療所(患者の収容施設があるものに

限る。以下同じ。)。 

① 地階又は３階以上の階を病院又は診療所の用途に供するもの 

② 病院又は診療所の用途に供する部分の床面積の合計が３００㎡以上のもの

(平屋建てのものを除く。) 

〇 H25年10月11日に発生した福岡市の診療所の火災 (建築確認の届出をせずに増築し、増築に伴い改

修すべき防火戸を放置する等の建築基準法違反あり。診療所部分の面積は約４００㎡。入院患者等１０

名が死亡) を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

 

イ） 無届による増改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の当該部分の建築基準法令への

適合状況 

無届による増改築等が行われていることを把握した物件は609件。 

当該増改築等の部分について違反を把握した物件は503件で、このうち是正済みは280件。前回調

査(平成28年10月31日時点)と比べ、是正済みは47件増(233→280件)となった。 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H29.10.31時点） 

前回調査 

（H28.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※１)(Ａ) １５，８１０ １５，８９５ ▲８５ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １４，５８２   

 無届による増改築等を把握した物件数(Ｃ) ６０９ ６０３ ６ 

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数(Ｄ) 

５０３ ４９１ １２ 

  是正指導を行った物件数(Ｅ) ５０３ ４９１ １２ 

   是正指導中の物件数(Ｆ) ２２３ ２５８ ▲３５ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｇ) ６９ ６７ ２ 

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｈ) １１７ １３２ ▲１５ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｉ) ２８０ ２３３ ４７ 

是正率 （Ｉ）／（Ｄ） ５５．７％ ４７．５％  

 (※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 

 



 

 

 

ロ） 防火設備の状況 

違反を把握した物件は1,758件で、このうち是正済みは1,336件。前回調査(平成28年10月31日時点)

と比べ、是正済みは57件増(1,279→1,336件)となった。 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H29.10.31時点） 

前回調査 

（H28.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※1)(Ａ) １５，８１０ １５，８９５ ▲８５ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １４，６８５   

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数(Ｃ) 

１，７５８ １，７６１ ▲３ 

  是正指導を行った物件数(Ｄ) １，７５４ １，７６０ ▲６ 

   是正指導中の物件数(Ｅ) ４１８ ４８１ ▲６３ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｆ) ４４   

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｇ) １６８ ２０５ ▲３７ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｈ) １，３３６ １，２７９ ５７ 

是正率 （Ｈ）／（Ｃ） ７６．０％ ７２．６％  

 

(※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙４－１及び４－２のとおり 



５． 違法設置昇降機の是正状況等に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成２９年１０月３１日（前回調査：平成２８年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 
・過去に人身事故を起こした違法設置昇降機の製造業者の製品のうち違法設置の疑い
があるものとして国土交通省が把握したもの 

・国土交通省や特定行政庁に対し、違法設置の疑いがあると情報提供があった昇降機※ 
※情報の多くは労働基準監督署の立入検査の際に把握され、厚生労働省から国土交通省に情報

提供されたもので、これらの昇降機は、主として工場や倉庫など事業場に設置され業務に使用

されている。 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等（是正済み、使用停止、当面の安全対策の実施､是正計画の提出等） 
 

（５）調査結果概要（報告） 

違反が判明した台数は2,625台で、このうち是正済みは1,259台。前回調査(平成28年10月31日時点)

と比べ、是正済みは81件増(1,178→1,259台)となった。 

 

（単位：台） 

(※１) 平成29年10月31日時点の都道府県からの報告 
(※２) 平成28年10月31日時点の都道府県からの報告 

(※３) 建築物が除却されたことが確認されたものは、調査対象台数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 
(※４) 是正指導を行った物件のうち、撤去されたものを含む。 
(※５) 当面の安全対策として、昇降路の囲い及び戸の設置、ドアスイッチ及び施錠装置の設置、乗降禁止の徹底等を行っている台数 

(※６) 是正計画が提出されている台数は、使用停止としている台数又は当面の安全対策が行われている台数と、それぞれ一部重複が
ある。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙５のとおり 

 

 

 

 今回調査 

（H29.10.31時点） 

前回調査 

（H28.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

 調査対象台数（※３）  ２，８２１ ２，６４３ １７８ 

  

 調査済みの台数  ２，７５４ ２，５６３ １９１ 

  

 建築基準法違反なしの台数    １２９ １１３ １６ 

 建築基準法違反が判明した台数（Ａ）  ２，６２５ ２，４５０ １７５ 

  

是正済みの台数（Ｂ）（※４）  １，２５９ １，１７８ ８１ 

 是正指導中の台数 １，３６６ １，２７２ ９４ 

 使用停止としている台数（Ｃ） ６６４ ５７７ ８７ 

 当面の安全対策が行われている台数（※５） ３４７ ３００ ４７ 

 是正計画が提出されている台数（※６） ４５９ ３６４ ９５ 

是正率 （Ｂ）／（Ａ） ４８．０％ ４８．１％  

是正済み又は使用停止の合計の率（(Ｂ)＋(Ｃ)）／(Ａ) ７３．３％ ７１．６％  



６． 国土交通省の対応 

○ 国土交通省は、建築基準法に違反する個室ビデオ店等、未届の有料老人ホーム、ホテル･

旅館等、病院･診療所及び違法設置昇降機について、違反又は違法設置の疑いのあるこれら

の建築物等の把握及び調査を進めるとともに、所有者等に対する是正指導及び安全対策を徹

底するよう、引き続き特定行政庁に要請してまいります。 

○  また、国土交通省では、違法設置昇降機に関する情報提供をお願いしています。 
・違法設置エレベーター情報提供窓口 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000002.html 
（『国土交通省トップページ』→『政策情報・分野別一覧の住宅・建築』→『違法設置エレベーター通報受付』） 

  TEL: 03-5253-8933 FAX: 03-5253-1630 e-mail: kenchiku-jiko@mlit.go.jp 

 

 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000002.html
mailto:kenchiku-jiko@mlit.go.jp?subject=%81y%8E%96%8C%CC%8F%EE%95%F1%81z%8F%EE%95%F1%92%F1%8B%9F

